
近 居
同一住宅同一敷地内別住宅

 小林市は仕事と家事の両立や子育てに関する負担
に悩む共働き世帯を応援し

             の一部を補助します。

〈注 意 事 項〉
※1 補助要件により、金額が異なりますの 
    で裏面のフローをご確認ください。
※2 予算の都合により、受付期間より前に
    受付が終了する場合があります。あら
  かじめご了承ください。

 窓口への事前のご相談をお勧めします。

小林市役所こども課

〒886-8501

小林市細野300番地

☎0984-23-1278

〈お問い合わせ〉

同一小学校区域内別住宅

同 居

親世帯との 同居・近居
に補助金を交付します

親世帯との同居・近居のための

転入・転居費用引越費用 と

補 助 金 額

小林市
子育て

世代転
入・三

世代同
居等促

進事業
補助金

受付期間 令和8年4月1日～令和9年3月31日まで

※1

※2

子育
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援!!

小林市子育て世代転入・

三世代同居等促進事業ＨＰ



対象世帯

補補助対象となるのは以下の条件を満たす世帯です。

・夫婦ともに就労している世帯（市外からの転入で、転入に伴い退職した世帯も含む。）。

・満18歳に達する日以後の最初の3月末日までの間にある者を養育している世帯（母子健康      

 手帳を取得している世帯を含む。）。

・令和8年４月１日以降に引越費用や転入・転居費用を支払った世帯。

要件確認フローチャート

 令和8年４月１日以降に小林市に転入・小林市内で転居した。

夫婦共働きである。

18歳未満の子を養育している（高校3年生は卒業するまで）。

子どもはいないが妊娠して、
母子健康手帳を取得している。

引越費用や転入・転居費用を支払った。

〇転入・転居先が親世帯との同居又は敷地内別居である。→ Aへ
〇転入・転居先が親世帯と同じ小学校区である。→ Bへ
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引越費用や転入・転居費用
最大20万円補助

引越費用や転入・転居費用
最大10万円補助

A 同居 B 近居

  必要書類

・申請書類一式  ・就労証明書（又は退職が確認できる書類） 
・戸籍の全部事項証明（親世帯との関係が確認できるもの）  ・市税の完納証明書
・母子健康手帳（妊娠をしている場合）

ＮＯ

夫婦共働きだったが、転
入・転居のため退職した。

ＮＯ


